
「岐阜市中央卸売市場再整備事業基本計画（修正版）」 岐阜市で修正した点について 

 パブリックコメントにおいて、「岐阜市中央卸売市場再整備事業基本計画（修正版）」（案）の修

正を要する意見はございませんでしたが、附属機関である「岐阜市中央卸売市場開設運営協議会」

や庁内からの意見に基づき、修正を実施した箇所があります。 

 そのような修正について、軽微な字句修正を除いたものを次のとおり取りまとめました。なお、

該当箇所のページにつきましては、この度掲示する「岐阜市中央卸売市場再整備事業基本計画（修

正版）」でのものに調整しております。 

 

１．【Ⅰ．基本条件の整理】 

該当箇所 
３．卸売市場関連法制度の動向 （２）食品衛生法（平成３０年６月改正） 

図表５ HACCPに関する方針概要 （５ページ） 

修正理由 
 庁内において、HACCPに沿った衛生管理制度の内容に修正があった旨の意

見を受けたため。 

修正前 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．【Ⅲ．整備基本計画の内容】 

該当箇所 ４．付加する機能 （２）付加機能 （２６ページ） 

修正理由 

附属機関である「岐阜市中央卸売市場開設運営協議会」において、基本方針

に示されている「付加価値の創出」についての説明が不足している旨の意見を

受けたため。 

修正前 記載なし 

修正後 

８ 加工スペース 

量販店や飲食店、宿泊施設等様々な取引先に対して、きめ細やかな対応を進

めていくため、加工スペースを求める声が場内業者より挙げられている。 

加工スペースについては、売場面積の見直しや施設の最適化を進めること

で発生すると思われる余剰スペースを場内業者の求めに応じ、貸し出すこと

を検討する。 

 

３．【概要版：Ⅲ．整備基本計画の内容】 

該当箇所 ３．基本方針の優先順位  

修正理由 

上記２に合わせ、「概要版」における優先順位を示した表についても「「付加

価値の創出」に係る「検討する付加機能・用途」を追記することに加え、「余

剰スペース活用を通じた市場経営への寄与」についても合わせて記載する方

が好ましいと判断したため。 

修正前 

 

 

 

 

 

 

修正後 

 

 

 

 

 

 

 


